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   １ はじめに 
    

 

(１) 計画策定の趣旨 
中空知地域は、石狩川と空知川の流域地帯に位置し、肥沃な大地や水資源に恵まれ、国定公園や道立

自然公園を有する自然豊かな地域であるとともに、地震や風水害などの災害が少なく、地域内にはＪＲ

や国道、道央自動車道が接続しており、道央・道北・道東を結ぶ交通の要衝となっています。 

かつては産炭地域として多くの人口を抱えていましたが、炭鉱の閉山などにより人口が大きく減少

を続けており、直近の令和２（2020）年国勢調査による人口は 78,229人で、前回の平成 27（2015）年

国勢調査と比較して、6,438 人の減少となっています。また、国立社会保障・人口問題研究所の推計に

よれば、今後も人口減少の傾向は継続し、令和７（2025）年には 70,616人となることが予想されてい

ます。 

高齢者数は年々減少傾向にありますが、これを超える速度で生産年齢人口（15～64 歳人口）の減少

が見込まれ、高齢化率は上昇傾向となっており、今後、家族等による自主的な送迎が困難になることが

予想されます。 

本地域内を運行する公共交通は、札幌や旭川等他地域への広域交通として、鉄道のＪＲ函館本線・根

室本線、都市間バスである高速たきかわ号・ふらの号が運行されているほか、通学や通院などを中心と

した日常生活に直結した公共交通として、北海道中央バス株式会社及び空知中央バス株式会社が運行

する一般バス路線、各市町が独自に運行するバスや乗合タクシーなどの公共交通が運行されています。 

しかし、平成 28（2016）年にＪＲ根室本線が北海道旅客鉄道株式会社により「当社単独では維持す

ることが困難な線区」と位置付けられているほか、令和４（2022）年９月末には、利用者の減少や運転

手不足などにより、北海道中央バス株式会社の上砂川線及び滝川浦臼線が廃止となるなど、公共交通を

巡る状況は厳しさを増しています。 

また、慢性的な運転手不足や、新型コロナウイルス感染症の影響による需要回復の遅れなどにより、

交通事業者の経営は極めて厳しい状況にあります。 

こうした状況を踏まえ、地域住民の生活を支え、持続可能な将来の交通体系を構築するため、地域公

共交通のマスタープランとなる「中空知地域公共交通計画」を策定します。 

 

(２) 計画の区域 
本計画の対象区域は、空知総合振興局管内のうち、中空知９市町（芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、

歌志内市、奈井江町、上砂川町、 浦臼町及び雨竜町）とします。 

 

(３) 計画の期間 
本計画の計画期間は、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度の５ヶ年とします。 

  



 

２ 

 

    

   ２ 関係法令、上位・関連計画と本計画の位置付け 
    

 

本計画は、公共交通に係る法律や指針の他、上位・関連計画として国・北海道、各市町が策定してい

るまちづくりに関する計画等と整合性を図りながら策定します。 

 

(１) 関係法令 
1) 交通政策基本法（平成 25年 12月施行） 

同法では、交通が担うべき役割などが示されており、特に地方公共団体が行うべき施策として「ま

ちづくりその他の観点を踏まえた、施策間の相互連携」が示されています。 

 

基 本 的 認 識 

〇交通の果たす機能 

・国民の自立した生活の確保 

・活発な地域間交流・国際交流 

・物資の円滑な流通 

〇国民等の交通に対する基本的需要の充足が重要 

交 通 の 役 割 

〇交通機能の確保・向上 

・少子高齢化の進展等に対応しつつ、地域の活力の向上などに寄与 

〇環境負荷の低減、様々な交通手段の適切な役割分担と連携、交通の安全の確保 

地 方 公 共 

団 体 の 施 策 

〇自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を総合的かつ計画的に実施 

・まちづくりその他の観点を踏まえた、施策間の相互連携 

 

2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年５月施行、令和２年 11月一部改正） 

同法では、地域公共交通計画の策定にあたって「まちづくりと連携した地域公共交通ネットワーク

の形成」が求められるとともに、持続可能な地域公共交通の構築に向け、「地域における輸送資源の

総動員」による地域公共交通の維持・確保に向けた具体策を盛り込むことができるようになりまし

た。 

 

改 正 の 概 要 

〇地域が自らデザインする地域の交通 

・地方公共団体による「地域公共交通計画」の作成 

-地方公共団体による地域公共交通計画作成が努力義務化 

-バス・タクシー等の従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用旅

客有償運送、福祉輸送、スクールバス等）も計画に位置付け、きめ細やかに対応（情報

基盤の整備・活用やキャッシュレス化の推進にも配慮） 

-定量的な目標（利用者数、収支等）の設定、毎年度の評価等、データに基づくＰＤＣＡを

強化 

・地域における協議の促進 

〇地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実 

-様々な補助メニューや制度を創設 

・輸送資源の総動員による移動手段の確保 

-地域に最適な旅客運送サービスの継続（地域旅客運送サービス継続事業） 

-自家用有償旅客運送の実施の円滑化 

-貨客混載に係る手続の円滑化 

・既存の公共交通サービスの改善の徹底 

-利用者目線による路線の改善、運賃の設定（地域公共交通利便増進事業） 

-ＭａａＳの円滑な普及促進に向けた措置 

  



 

３ 

 

(２) 上位・関連計画 
1) 国が策定している上位・関連計画 

計画名・年次 計画内容 

〇第２次交通政策基本計画 

-令和３（2021）年度から 

令和７（2025）年度 

■基本的方針Ａ 

誰もが、より快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交

通の維持・確保 

 目標①：地域が自らデザインする、持続可能で、多様かつ質の

高いモビリティの実現 

・地域公共交通の維持確保の取組 

・新型コロナの影響を踏まえた支援 

・多様なニーズに応えるタクシー運賃 等 

 目標②：まちづくりと連携した地域構造のコンパクト・プラス・

ネットワーク化の推進 

・まちづくりと公共交通の連携強化 

・徒歩、自転車も含めた交通のベストミックス実現 等 

 目標③：交通インフラ等のバリアフリー化、ユニバーサルデザ

イン化の推進 

・バリアフリー整備目標の実現（旅客施設、車両等） 等 

 目標④：観光やビジネスの交流拡大に向けた環境整備 

・地域での快適な移動環境整備 等 

 

■基本的方針Ｂ 

我が国の経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通ネット

ワーク・システムへの強化 

 目標①：人・モノの流動の拡大に必要な交通インフラ・サービ

スの拡充・強化 

・コロナ禍での航空ネットワークの維持 等 

 目標②：交通分野のデジタル化の推進と産業力の強化 

・交通関連情報のデータ化・標準化 等 

 目標③：サプライチェーン全体の徹底した最適化等による物流

機能の確保 

・物流ネットワークの構築 等 

 

■基本的方針Ｃ 

災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確

保された、持続可能でグリーンな交通の実現 

 目標①：災害リスクの高まりや、インフラ老朽化に対応した交

通基盤の構築 

・インフラ・車両・設備の老朽化対策 等 

 目標②：輸送の安全確保と交通関連事業を支える担い手の維持・

確保 

・交通事業の働き方改革推進による人材の確保・育成 等 

 目標③：運輸部門における脱炭素化等の加速 

・公共交通の利用促進（ＭａａＳ普及等） 等 

 

  



 

４ 

 

2) 北海道が策定している上位・関連計画 

計画名・年次 計画内容 

○北海道総合計画 

-平成 28（2016）年度から 

令和７（2025）年度 

■地域で互いに支え合うまちづくりの推進 

〇買い物支援や安否確認のモデルの幅広い発信 

〇日常生活に必要不可欠な生活交通の確保 

〇街並み・景観への配慮や脱炭素化、エネルギーの地産地消、資

源の域内循環などの取組との連携 

■個性と魅力を活かし様々な連携で進める地域づくり 

〇広域連携を支える交通・情報ネットワークの形成 

■連携と交通を支える総合的な交通ネットワークの形成 

〇鉄道、航空路、航路といった基幹的な交通ネットワークや交通

基盤の充実 

〇高規格道路の整備 

〇高速交通体系の形成促進 

〇幹線やラストワンマイルでの共同輸送などの物流効率化の促進 

〇交通・物流を担う人材の確保・育成 

〇道路網や都市内交通環境の充実 

〇国をはじめ市町村や交通事業者等と緊密に連携し、地域の実情

に応じた公共交通ネットワークの構築 

〇感染症対策を取り入れた移動における感染リスクの低減 

〇公共交通機関の安全性や感染症対策の状況を正確に利用者に伝

達 

〇交通インフラ整備と自動運転やＭａａＳ等との連動 

〇交通事業者をはじめとする幅広い関係者が相互に連携・協力で

きる環境を整備 

〇第 2期北海道創生総合戦略 

-令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 

２ 人口減少下においても、幸せに暮らし続けることのできる社会 

（３）主な施策 

③ 地域を支える持続的な交通ネットワークの構築 

・地域住民の交通手段として必要不可欠な鉄道やバス、離島航

路・航空路などを維持・確保するため、国や市町村との役割

分担のもと、必要な支援措置を講ずる。 

・集落の維持・活性化に資するコミュニティバスなど地域の実

情に応じた地域交通の確保のための取組を促進する。 

〇北海道交通政策総合指針 

-平成 30（2018）年度から 

令和 12（2030）年度 

■シームレス交通戦略 

〇地域の課題解決に向けた交通事業者、行政、住民など関係者に

よる強力なタッグチーム 

〇関係者が一体となった最適な交通ネットワークの構築 

○持続的な鉄道網の確立 

○使いやすさと分かりやすさ、快適さを追求した公共交通 

○公共交通を大切にする考えとその行動力で地域を守る 

■地域を支える人・モノ輸送戦略 

〇地域とともに創る生活交通ネットワーク 

○輸送事業者や地域と連携した輸送の「共同化」「効率化」の促進 

○多様な人材の確保・育成 

■インバウンド加速化戦略 

○全道各地をスムーズにつなぐ交通ネットワーク 

○空港や駅からの交通アクセスの整備等による全道周遊の促進 

  



 

５ 

 

計画名・年次 計画内容 

〇北海道交通政策総合指針 

重点戦略 

-令和３（2021）年度から 

令和７（2025）年度 

Ⅱ ポストコロナを見据えた重点戦略 

１ シームレス交通戦略 

具体的な取組－利用促進 

■地域公共交通計画策定に向けた検討・協議 

・従来の公共交通サービスに加え、福祉輸送やスクールバス等の

地域の多様な輸送資源を活用した移動手段の確保に向け、国や

道、市町村、地域の交通事業者が連携、検討・協議しながら、住

民の移動ニーズを踏まえた「地域公共交通計画」の策定を進め

る。 

〇北海道 新広域道路交通ビジョ

ン・計画 

-令和３（2021）年から 

概ね 20～30年間 

〇札幌都心部における交通拠点を整備するとともに、圏域中心都

市や地方部の市街地における交通結節機能の強化 

〇周遊観光の促進や物流の効率化を図るため、道の駅等を活用し

た輸送拠点を構築 

〇多様なデータの蓄積・活用による道路交通に関連する課題の解

消に向けた取組の高度化 

〇新たな技術とインフラ整備を連動させた交通マネジメントの高

度化 

○新・ほっかいどう社会資本整備 

の重点化方針 

-平成 29（2017）年度から 

令和９（2027）年度 

4）地域の特色を活かした産業の活性化 
○食や自然環境など豊富な資源を活かした滞在交流型の観光地
づくり 

5）グローバル化に対応した活力ある社会の構築 
○協働によるまちづくりの推進と地域の可能性を広げる ICT の
活用 

○個性と魅力を活かし様々な連携で支え合う地域づくり 
6）持続可能な社会・経済を支える社会資本の整備 
○連携と交流を支える総合的な交通ネットワークの形成 

○第５期北海道観光の 

くにづくり行動計画 

-令和３（2021）年度から 

令和７（2025）年度 

第４ 北海道観光が将来的にめざす姿 
○誰もが安全・安心・快適に滞在 
◆道内観光地間を快適に移動できる二次交通 
◆多言語・多様な媒体での迅速かつ正確な情報発信 

第６ 施策展開の方向性及び各施策 
２ 量×質の追求 
（5）AI、IoT等先端技術導入による観光産業の収益構造の改善 
○ＭａａＳ等シームレス交通の全道展開 

５ 観光インフラの強靱化 
（1）広域観光の拠点としての道内空港等の利活用 
○ＭａａＳ等シームレス交通の全道展開 
○広域連携・周遊観光の促進 

○第 11次北海道交通安全計画 

-令和３（2021）年度から 

令和７（2025）年度 

第２部 講じようとする施策 
第１章 道路交通の安全 
１ 道路交通環境の整備 
（１）生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の

整備 
ウ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 
（５）高齢者等の移動手段の確保・充実 
（11）交通需要マネジメントの推進 

ア 公共交通機関利用の促進 
３ 安全運転の確保 
（１）運転者教育等の充実 
カ 高齢運転者対策の充実 

 

  



 

６ 

 

3) 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（区域マスタープラン） 

 

  

計画名・年次 計画内容 

○芦別都市計画 

-令和元（2019）年度から 

令和 12（2030）年度 

・芦別都市計画区域（芦別市の一部）が範囲 

・公共交通の利用促進のため、パークアンドライドを推進すると

ともに、沿道の土地利用と連動した公共交通軸の形成や交通結

節点の整備を進める 

○赤平都市計画 

-令和３（2021）年度から 

令和 12（2030）年度 

・赤平都市計画区域（赤平市の一部）が範囲 

・公共交通の利用促進のために、沿道の土地利用と連動した公共

交通軸の形成や交通結節点の機能確保に努める 

・ＪＲ根室本線赤平駅の駅前広場、ＪＲ根室本線茂尻駅の駅前広

場を配置しており、今後とも交通結節点機能を確保する 

○滝川都市計画 

-令和元（2019）年度から 

令和 12（2030）年度 

・滝川都市計画区域（滝川市の一部、新十津川町の一部）が範囲 

・鉄道やバスの公共交通体系の変化が想定されることから、公共

交通の利用促進のために、沿道の土地利用と連動した公共交通

軸の形成や交通結節点の整備を進める 

・ＪＲ函館本線の滝川駅に駅前広場を配置しており、交通結節点

機能を確保する 

○砂川都市計画 

-令和元（2019）年度から 

令和 12（2030）年度 

・砂川都市計画区域（砂川市の一部）が範囲 

・公共交通の利用促進のために、沿道の土地利用と連動した公共

交通軸の形成や、交通結節点の整備を進める 

・ＪＲ函館本線砂川駅の駅前広場を配置しており、今後とも交通

結節点機能を確保する 

○歌志内都市計画 

-令和元（2019）年度から 

令和 12（2030）年度 

・歌志内都市計画区域（歌志内市の一部）が範囲 

・公共交通の利用促進のために、沿線の土地利用と連動した公共

交通軸の形成や交通結節点の整備を進める 

○美唄奈井江都市計画 

-令和元（2019）年度から 

令和 12（2030）年度 

・美唄奈井江都市計画区域（美唄市の一部、奈井江町の一部）が

範囲 

・公共交通の利用促進のために、沿道の土地利用と連動した公共

交通軸の形成や、交通結節点の整備を進める 

・JR 函館本線美唄駅の駅前広場及び JR 函館本線奈井江駅の駅前

広場を配置しており、今後とも交通結節点機能を確保する 



 

７ 

 

 

 
 

出典：北海道総合政策部「北海道交通政策総合指針 

（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/H29_shishinsakutei.html）」 

図 ２-２ 北海道交通政策総合指針に示される北海道型公共交通ネットワークの基本イメージ 

 

  



 

８ 

 

4) 市町が策定している上位・関連計画 

 

計画名・年次 分野 計画内容 
①第６次芦別市総合計画 

-令和２（2020）年度から 
令和 11（2029）年度 

②第２期芦別市まち・ひと・ 
しごと創生総合戦略 
-令和２（2020）年度から 
令和６（2024）年度 

③芦別市都市計画マスタープラン 
-令和５（2023）年度から 
令和 24年（2042）度 

④芦別市地域公共交通計画 
-令和５（2023）年度から 
令和 14（2032）年度 

まち 
づくり 

・関係団体と連携・協力したＪＲ根室線の維持・存続
に向けた取り組み（①、②） 

・運行事業者に対する支援を継続し、日常的な市民生
活の足であるバス路線の維持・確保（①、②） 

・交通拠点へのアクセス性を向上させた公共交通機関
ネットワーク（③） 

・利用者との協働による移動手段の確保（④） 
・公共交通を維持する仕組みの構築（④） 
・公共交通の利用促進（④） 

①第８期芦別市高齢者保健福祉 
計画・芦別市介護保険事業計画 
-令和３（2021）年度から 
令和５（2023）年度 

医療・ 
福祉 

・高齢者芦別温泉等利用券等交付事業により、高齢者
の社会参加と交流の機会を提供し、健康の増進と身
体機能の回復を促進（①） 

①第６次芦別市総合計画 
-令和２（2020）年度から 
令和 11（2029）年度 

②第２期芦別市まち・ひと・ 
しごと創生総合戦略 
-令和２（2020）年度から 
令和６（2024）年度 

子育て・ 
教育 

・各種の助成制度、補助制度などを実施し、道立高校
の入学生を確保するための支援（①） 

・妊産婦安心出産支援としての交通費支援（②） 

 

 

計画名・年次 分野 計画内容 
①第６次赤平市総合計画 

-令和２（2020）年度から 
令和 11（2029）年度 

②第２期赤平市しごと・ひと・ 
まち創生総合戦略 
-令和２（2020）年度から 
令和６（2024）年度 

③赤平市都市計画マスタープラン 
-令和３（2021）年度から 
令和 22（2040）年度 

④赤平市地域公共交通計画 
-令和４（2022）年度から 
令和８（2026）年度 

まち 
づくり 

・市民の交通手段であるＪＲ根室線とバス路線の確保
を事業者に対して積極的に要望（①） 

・高齢化の進行等による、利用者環境の変化に対応し
た、新たな地域公共交通のあり方の検討・推進（①、
②、③） 

・市民の日常生活を支える公共交通の確保のため、鉄
道やバスなど民間事業者による公共交通の維持
（①） 

・地域交流を支える交通拠点の整備（③） 
・中心市街地と各地区中心部を結ぶ土地利用と連動し
た公共交通の充実（③） 

・既存の公共交通及び送迎交通の維持・存続（④） 
・新たな公共交通の創出による公共交通利便性の向上
（④） 

・モビリティマネジメントの推進（④） 
①第８期赤平市高齢者保健福祉 

計画・介護保険事業計画 
-令和３（2021）年度から 
令和５（2023）年度 

医療・ 
福祉 

・高齢者を対象に赤平市保養センターエルム高原温泉
「ゆったり」の利用回数券（保養サービス券）を交
付し、健康増進、閉じこもりの予防（①） 

①第６次赤平市総合計画 
-令和２（2020）年度から 
令和 11（2029）年度 

②赤平市地域公共交通計画 
-令和４（2022）年度から 
令和８（2026）年度 

子育て・ 
教育 

・高等学校等に在籍している生徒の通学費等の一部を
助成するための支援金を交付（①） 

・子どもへのモビリティマネジメントの推進（②） 

  



 

９ 

 

 

計画名・年次 分野 計画内容 

①滝川市総合計画 

-令和５（2023）年度から 

令和 14（2032）年度 

②滝川市都市計画マスタープラン 

-平成 23（2011）年度から 

令和 12（2030）年度 

③滝川市立地適正化計画 

-令和５（2023）年度から 

令和 24（2042）年度 

まち 

づくり 

・採算性や利便性を考慮しながら市民生活にとって必

要な都市機能と居住を結ぶ公共交通の維持確保に

努める（①） 

・鉄道については、北海道旅客鉄道株式会社の経営状

況による線区の見直し議論などを注視しながら、沿

線等市町と連携した取組を推進（①） 

・公共交通の利便性促進、自転車利用の促進、エコカ

ーの導入促進、既存施設等の資源の有効活用などに

より、地球環境にやさしい低炭素型都市の形成を目

指す（②） 

・滝川市街地を循環するバス路線のより効果的な運行

体制の検討を進めるとともに、江部乙・東滝川にお

いてはデマンド交通等、これからの住民生活に適し

た移動手段の検討を進め、公共交通ネットワークの

維持・確保を図る（③） 

・都市機能を享受するために必要な公共交通を維持・

確保していくため、公共交通への転換や利用促進を

図る取組を進める（③） 

・鉄道や広域路線バスは、中空知圏の通勤・通学、業

務、観光等を支える広域公共交通の機能を有するこ

とから、周辺市町や交通事業者と協議・調整を行い、

住民生活を踏まえた効果的な路線や便数の確保を

図る（③） 

・広域交通と市内交通の乗り継ぎがしやすいよう、市

内路線バスとのダイヤ調整を行う等、利用しやすい

環境整備を進める（③） 

①第８期滝川市高齢者保健福祉 

計画・滝川市介護保険事業計画 

-令和３（2021）年度から 

令和５（2023）年度 

医療・ 

福祉 

・敬老特別乗車証の利用実態把握に努め、高齢者の買

い物・通院など日常生活における外出支援策として

引き続き事業を継続し、高齢化による対象人口や高

齢ドライバーの増加など、社会情勢の変化を踏ま

え、事業内容の見直しについても検討（①） 

 

  



 

１０ 

 

 

計画名・年次 分野 計画内容 

①第７期砂川市総合計画 

-令和３（2020）年度から 

令和 11（2029）年度 

②第３期砂川市まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略 

-令和３（2021）年度から 

令和７（2025）年度 

③砂川市都市計画マスタープラン 

-令和３（2021）年度から 

令和 12（2030）年度 

まち 

づくり 

・市民生活を支える公共交通の維持確保に取り組むと

ともに、利用促進に向けた利便性の向上と情報発信

に努める（①） 

・市民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、

自宅から市街地の間を移動する予約型乗合タクシ

ーを運行（②） 

・地域公共交通の確保や、災害対策の実施、デジタル

化の推進により、誰もが安心して暮らし続けること

ができる地域づくりを推進（②） 

・公共交通の利用促進のため、沿道の土地利用と連動

した公共交通軸の形成や交通結節点の整備を推進（③） 

・駅周辺は広域交通拠点としてアクセス・回遊性の改

善を図るとともに、都市の顔としての景観形成や公

共交通の利用促進による二酸化炭素の排出抑制に

配慮した整備を図る（③） 

①第８期砂川市高齢者保健福祉 

計画・砂川市介護保険事業計画 

-令和３（2021）年度から 

令和５（2023）年度 

医療・ 

福祉 

・地域公共交通サービスの利用促進（①） 

・敬老助成券交付事業（①） 

①第２期砂川市まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略 

-令和３（2021）年度から 

令和７（2025）年度 

子育て・ 

教育 

・陣痛が起きた際の妊婦の不安を解消するため、陣痛

時に自宅（実家）から産院まで 365 日 24 時間優先

してタクシーを配車するとともに、タクシーの利用

料金の全額を助成し、経済的負担の軽減（①） 

 

 

計画名・年次 分野 計画内容 
①歌志内市総合計画 

-平成 28（2016）年度から 
令和７（2025）年度 

②歌志内市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 
-令和２（2020）年度から 
令和６（2024）年度 

③
歌志内市都市計画マスタープラン 
-令和３（2021）年度から 
令和 22（2040）年度 

④歌志内市立地適正化計画 
-令和４（2022）年度から 
令和 22（2040）年度 

まち 
づくり 

・市内運行バス路線について、利用頻度や必要に応じ
た運行時間、運行回数の調整について、バス事業者
と協議（①） 

・効率的な運行体制を検討しながら、路線の維持・存
続（①、③） 

・居住地区及び小さな拠点間の市民の移動を支援する
ため、現状の路線バス交通と併せ、新しい公共交通
サービスについて研究（②、③） 

・市民同士のライドシェアについて研究し、実証実験
を検討（②） 

・公共交通の利用促進のために、沿道の土地利用と連
動した公共交通軸の形成・整備（③） 

・各拠点間のアクセス及び各拠点と周辺市町とのアクセス を
確保するための公共交通ネットワークの充実（④） 

①第８期歌志内市高齢者保健福祉 
計画・介護保険事業計画 
-令和３（2021）年度から 
令和５（2023）年度 

医療・ 
福祉 

・高齢者に対し、日常生活の利便性の向上と社会活動
の拡大を支援するため、利用者１人あたり年間
6,000円を限度としてサービス券を交付（①） 

①歌志内市総合計画 
-平成 28（2016）年度から 
令和７（2025）年度 

②歌志内市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 
-令和２（2020）年度から 
令和６（2024）年度 

子育て・ 
教育 

・高等学校等就学支援事業を継続し、教育費に関する
保護者負担軽減（①、②） 



 

１１ 

 

 

計画名・年次 分野 計画内容 

①奈井江町第６期まちづくり計画 

-令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 

②第２期奈井江町まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略 

 -令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 

③奈井江町都市計画マスタープラン 

-令和３（2021）年度から 

令和 22（2040）年度 

まち 

づくり 

・公共交通機関の充実（①） 

・農村地域における生活交通手段の確保に向けた、乗

合タクシーの運行費助成（①） 

・住民生活に必要な地域公共交通機関網の維持（①） 

・JRや中央バスなど公共交通機関の利便性確保（①） 

・多世代共生型地域公共交通の確立（②） 

・公共交通の乗継拠点の整備（③） 

 

①奈井江町第６期まちづくり計画 

-令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 

医療・ 

福祉 

・在宅の知的障がいのある人や精神障がいのある人の

施設通所に対しての交通費支援（①） 

①奈井江町第６期まちづくり計画 

-令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 

②第２期奈井江町子ども・子育て 

支援事業計画 

 -令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 

子育て・ 

教育 

・ことばの教室の通室に係る保護者負担を軽減するた

めの交通費支援（①、②） 

 

 

計画名・年次 分野 計画内容 

①第７期上砂川町総合計画後期 

基本計画 

 -令和３（2021）年度から 

令和６（2024）年度 

②上砂川町過疎地域持続的発展 

市町村計画 

 -令和３（2021）年度から 

令和７（2025）年度 

まち 

づくり 

・路線維持と代替交通の充実化（①） 

・民間バス会社への便数確保の要請及び助成（②） 

・乗合タクシー事業による生活交通の確保（①、②） 

①第７期上砂川町総合計画後期 

基本計画 

 -令和３（2021）年度から 

令和６（2024）年度 

②上砂川町過疎地域持続的発展 

市町村計画 

 -令和３（2021）年度から 

令和７（2025）年度 

医療・ 

福祉 

・在宅の精神障がい等のある方の施設通所に対し交通 

費助成（①） 

・高齢者の運転免許自主返納支援（①、②） 

①第７期上砂川町総合計画後期 

基本計画 

 -令和３（2021）年度から 

令和６（2024）年度 

②上砂川町子ども・子育て支援 

事業計画 

 -令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 

子育て・ 

教育 

・ことばの教室交通費助成事業の推進（①、②） 

 



 

１２ 

 

 

計画名・年次 分野 計画内容 
①第４次浦臼町総合振興計画 
 -令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 

まち 
づくり 

・公共交通空白地域を解消する公共交通体系の確立
（①） 

・公共交通の維持及び利便性の向上（①） 
①第 4次浦臼町総合振興計画 
 -令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 
②浦臼町子ども・子育て支援事業 

計画 
-令和２（2020）年度から 
令和６（2024）年度 

子育て・ 
教育 

・保護者負担軽減対策の充実として、高等学校通学等
支援助成金を交付（①、②） 

・障がい児施設への通園支援（①、②） 

 

 

計画名・年次 分野 計画内容 
①雨竜町振興基本計画 
 -平成 28（2016）年度から 

令和７（2025）年度 
②第２期雨竜町総合戦略 
 -令和２（2020）年度から 

令和６（2024）年度 
③雨竜町地域公共交通計画 
 -令和４（2022）年度から 

令和８（2026）年度 

まち 
づくり 

・近隣市町との連携による路線バスの運行継続の維持
（①） 

・交通手段の確保（①、②） 
・周辺市町へのアクセス維持による交通弱者の視点に
立った交通政策の推進（③） 

・町内をはじめ他市町への移動が可能な地域公共交通
ネットワークの形成（③） 

・地域公共交通の認知向上（③） 
・地域公共交通の利用促進（③） 

①雨竜町振興基本計画 
 -平成 28（2016）年度から 

令和７（2025）年度 

医療・ 
福祉 

・高齢者の買い物や通院等の足の確保に向けた、シル
バータクシー助成事業の継続（①） 

・高齢者の運転免許証返納奨励策の実施（①） 
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5) 隣接する地域の関連計画 

計画名・年次 計画内容 

○北空知４町地域公共交通計画 

-令和４（2022）年度から 

令和８（2026）年度 

将来像「次世代につながる最適な公共交通網の構築」 
基本方針①：利便性を確保した合理化等の実施による持続的な 

公共交通の確保 
目標①：多様な目的へ対応し、利便性の向上及び目的地までの

速達性に配慮した広域交通の確保 
⇒ＪＲ函館本線・留萌本線、高速るもい号、留萌旭川線に
ついて整理 

目標②：利便性の高い生活移動の実現に向け、最適化を図った
持続可能な地域間交通の確保 

⇒沼田線、深滝線、北竜線、拠点形成について整理 
目標③：地域内での生活を豊かにする生活圏交通の確保 

⇒計画対象地域内の移動について整理 
基本方針②：公共交通の利用促進・持続性の確保 
目標④：公共交通を住民及び来訪者に知ってもらう、使っても

らうための利用促進策の展開 
⇒情報提供体制、運賃助成事業及びＩＣＴモビリティサー
ビスの検討について整理 

※さっぽろ連携中枢都市圏における広域的な地域公共交通計画は令和５（2023）年度に策定予定 
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(３) 地域公共交通計画の位置付け及び本地域における公共交通の位置付け 
1) 位置付け 

本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第１項に規定する地域公共交通計

画として策定します。関係法令や上位・関連計画の内容を踏まえた本計画の位置付けは以下のとおり

です。 

 

 
図 ２-３ 中空知地域公共交通計画の位置付け 

 

 

 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
（平成19年施行（令和２年11月一部改正））

北海道交通政策総合指針
（平成30年度～令和12年度）

北海道新広域道路交通ビジョン・計画
（令和３年度から概ね20～30年間）

中空知地域公共交通計画
（令和５年度から令和９年度）

各自治体の地域公共交通計画
※芦別市、赤平市、雨竜町は計画策定
済みのため、本計画と連携

※他市町（滝川市、砂川市、歌志内市、
奈井江町、上砂川町、浦臼町）は、
本計画でフィーダー交通の位置付けを
整理

関連計画
・総合計画等のまちづくり計画
・福祉関係計画
・教育（子育て）関係計画

自治体内の移動に
係る内容

自治体間を跨ぐ
移動に係る内容

整合性

整合性

整
合
性

・
内
包

北空知４町地域公共交通計画
（令和４年度～令和８年度）

整合性
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2) 求められる公共交通の役割を踏まえた、本地域における公共交通の位置付け 

関係法令、上位・関連計画の内容を踏まえた本地域における公共交通の位置付け及び該当する公共

交通を以下のとおりとします。 

 

 
 

出典：北海道総合政策部「北海道交通政策総合指針」

（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/H29_shishinsakutei.html）を参考に作成 

図 ２-４ 本地域における公共交通の位置付け  

幹線交通 広域交通 生活圏交通

中核都市間等を結ぶ本道の骨格となる
ネットワーク

中核都市や地域中心都市と周辺市町村
などを結ぶネットワーク

単一市町村・周辺エリアでの日常生活に
密接した交通ネットワーク

【主なモード】
鉄道、航空機、都市間バス

【主なモード】
鉄道、都市間バス、乗合バス、離島航路

【主なモード】
乗合バス、タクシー、デマンド型交通

本道のさらなる発展を牽引する路線であ
り、交流人口や経済活動の拡充、国土強靭
化などに資するため、高速性、大量輸送を
担う交通ネットワークの継続と、その基盤
の充実を進める。

観光客の周遊促進や、通学、通院、買い物
など地域住民が分散する都市機能を享受す
るために必要な移動手段であり、様々な地
理的条件なども踏まえながら、利便性や接
続性の向上に取り組むなど、持続的な公共
交通の維持・確保や機能強化を進める。

地域住民の日常生活に必要な移動手段であ
り、それぞれ地域のまちづくりの形に応じ
て、きめ細かな対応を進める。

幹線交通 広域交通 生活圏交通

中核都市間等を結ぶ本道の骨格となる
ネットワーク

中核都市や地域中心都市と周辺市町村など
を結ぶネットワーク

単一市町村・周辺エリアでの日常生活に
密接した交通ネットワーク

【該当モード】
該当なし

【該当モード】
JR函館本線、JR根室本線、

高速たきかわ号、高速ふらの号、
深滝線、滝深線、滝新線、滝芦線、

歌志内線、滝川美唄線、
滝川奈井江線、新十津川線

【該当モード】
中空知９市町各自治体で実施している移動

に係る各種施策

・各自治体の地区と地域内拠点を結ぶ交通
・地域内の通勤・通学や買い物、通院など
　の生活目的で利用

－ ・中核都市である札幌市及び旭川市、地域
　中心都市である滝川市、砂川市、深川市
　及び富良野市と、本地域の地域内拠点を
　結ぶ交通
・通勤、通学、買い物、通院、観光等の多
　様な目的で利用
※生活圏交通の役割も担う

北海道交通政策総合指針で示される北海道型公共交通ネットワークの基本イメージ

北海道交通政策総合指針を踏まえた、本地域における各種交通の位置付け


